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特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

８
０
円⇒

４
万
２
４
９
０
円
～
１
万
３０
円

※
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
８
月
に
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

　
ひ
と
り
親
家
庭
ま
た
は
、
そ
の
子
ど
も

を
育
て
て
い
る
養
育
者
家
庭
な
ど
に
対
し
、

医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
あ
り

③
ひ
と
り
親
家
庭
自
立
支
援
事
業

　
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
ま
た
は
同
等

の
所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭
に
お
け
る
父
母

の
自
立
を
支
援
し
ま
す
。

●
教
育
訓
練
給
付
金

　
医
療
事
務
、
簿
記
な
ど
、
就
業
に
必
要

な
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
受
講
費
用

の
６
割
相
当
額（
上
限
２０
万
円
）を
助
成
し

ま
す
。
受
講
決
定
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

●
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
専
門
的
な
資
格
（
看
護
師
、
保
育
士
な

ど
）
を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機
関
で
１

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
あ
の
人ひ

と

と
あ
の
本ほ

ん

の
話は

な
し

」瀧た
き

井い

朝あ
さ

世よ　
著

「
放ほ

う

課か

後ご

ひ
と
り
同ど

う

盟め
い

」小こ

嶋じ
ま

陽よ
う

太た

郎ろ
う　
著

「
日ひ

の
出で

」

佐さ

川が
わ

光み
つ

晴は
る　
著

「
瑕か

疵し

借か

り
」

松ま
つ

岡お
か

圭け
い

祐す
け　
著

「
首く

び

の
鎖く

さ
り

」

宮み
や

西に
し

真ま

冬ふ
ゆ　
著

「
飛と

ぶ
孔く

雀じ
ゃ
く」

山や
ま

尾お

悠ゆ
う

子こ　
著

■
児
童
書

「
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
？
あ
の
絶ぜ

っ

景け
い

の
ひ
み

つ
」増ま
す

田だ

明あ
き

代よ

文
・
構
成　
山や

ま

口ぐ
ち

耕こ
う

生せ
い

監
修

「
虫む

し

の
し
わ
ざ
探た

ん

偵て
い

団だ
ん

」
新し

ん

開か
い

孝た
か
し　
写
真
・
文

「
体た

い

育い
く

館か
ん

の
日に

ち

曜よ
う

日び

」

村む
ら

上か
み

し
い
こ　
作　
田た

中な
か

六ろ
く

大だ
い　
絵

「
ク
マ
と
少し

ょ
う

年ね
ん

」

あ
べ
弘ひ

ろ

士し　
作

「
よ
る
の
わ
が
し
や
さ
ん
」

青あ
お

山や
ま

友と
も

美み　
絵　
穂ほ

高た
か

順じ
ゅ
ん

也や　
文

■
８
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
５
日
㈰
・
１９
日
㈰　
午
前

１１
時
～
▼
一
般
向
け
＝
１２
日
㈰
・
１９
日
㈰

・
２６
日
㈰　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１２
日
㈰
・
２６
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
８
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館

毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

知人から、借金の保証人になってくれないかと頼まれま
した。保証人は、どのような場合に、どんな責任を負う

のでしょうか。
保証人は、お金を借りた本人の債務を肩代わりする責任
を負うことになりますが、単なる保証人なのか、実際に

頼まれることが多い「連帯保証人」なのかによっても、その責任
は異なります。
　単なる保証人の場合、貸主から請求があったとき、「まずは借
主に返済を求めてください」「借主の財産を調べて強制執行して
ください」と主張することができます。しかし、「連帯保証人」
の場合には、このような主張はできません。極端な話、貸主が借
主を飛び越えていきなり連帯保証人に返済を迫ることも可能です。
　また、例えば、Ａさんの２００万円の借金について、ＢさんとＣ
さんが保証人になっていれば、ＢさんとＣさんはそれぞれ１００万
円ずつしか支払い義務を負わないのが原則です。しかし、「連帯
保証人」の場合には、他に保証人がいたとしても、常に２００万円
全額の支払い義務を負うことになります。
　加えて、一度保証人になってしまうと、貸主の承諾が得られな
い限り、途中で保証人をやめることは原則としてできません。保
証は貸主と保証人との間の契約ですので、借主である知人に「保
証人をやめる」と言ってもやめられませんし、夫の借金の保証人
になった後、夫と離婚したとしても、保証人としての責任はなく
なりません。
　このように、保証人になると、非常に重い責任を負うことにな
るのです。たとえ気心の知れた友人からの頼みであったとしても、
安易に保証人になることは控えるべきでしょう。
　なお、保証人の保護を図る必要性から、近年改正され、２０２０年
に施行される予定の民法では、保証人の保護を広げる規定が設け
られました。例えば、事業のために負担した貸金に保証人を付け
る場合、経営者など一定の立場の者を除き、公正証書によって、
保証人となる者の意思を確認することが義務付けられるようにな
ります。
物埼玉弁護士会越谷支部　☎９６２－１１８８　若生直樹（弁護士）

事例

回答

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

三
郷
市

Ｍ
ｉ
ｓ
ａ
ｔ
ｏ　
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ　
２
０
１

８
～
真
夏
の
ｊ
ａ
ｚ
ｚ
＆
グ
ル
メ
フ
ェ
ス

タ
～

腹
８
月
４
日
㈯　
正
午
～
午
後
９
時
※
小

雨
決
行
（
雨
天
中
止
）

複
に
お
ど
り
公
園
（
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ

ス
三
郷
中
央
駅
前
）　

淵
ｊ
ａ
ｚ
ｚ
の
生
演
奏
、
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ

イ
ト
、
市
内
を
中
心
に
、
県
内
、
つ
く
ば

エ
ク
ス
プ
レ
ス
沿
線
の
特
徴
あ
る
グ
ル
メ

の
出
店
や
三
郷
の
名
産
・
地
産
品
の
販
売

物
三
郷
市
観
光
協
会
事
務
局
（
商
工
観
光

課
）
☎
９３０
・
７
７
２
１

越
谷
市

市
制
６０
周
年
記
念　
越
谷
花
火
大
会

腹
７
月
２８
日
㈯　
午
後
７
時
～
※
小
雨
決

行複
越
谷
市
中
央
市
民
会
館
東
側
、
葛
西
用

水
中
土
手

淵
ス
タ
ー
マ
イ
ン
な
ど
約
５
０
０
０
発
の

花
火

物
（
一
社
）
越
谷
市
観
光
協
会
☎
９７１
・
９

０
０
２

松
伏
町

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
孫
悟
空
」

腹
８
月
１９
日
㈰　
午
後
２
時
～
（
午
後
１

時
３０
分
開
場
）

複
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

出
演　
劇
団
東
少

沸
（
全
席
指
定
）
大
人
（
高
校
生
以
上
）

２
０
０
０
円
、
こ
ど
も
（
３
歳
以
上
中
学

生
以
下
）
１
０
０
０
円

※
３
歳
未
満
は
ひ
ざ
上
鑑
賞
無
料
、
座
席

が
必
要
な
場
合
は
有
料

物
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
☎
９９２
・
１
０

０
１

吉
川
市

児
童
館
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
開
館
３０
周
年
記

念
事
業
「
宇
宙
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

腹
７
月
２７
日
㈮
～
２９
日
㈰　
午
前
１０
時
～

午
後
５
時

複
児
童
館
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド

淵
宇
宙
展
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
研
究
開
発
員
講
演

会
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
新
番
組
な
ど

物
児
童
館
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
☎
９８１
・
６
８

１
１

草
加
市

「
草
加
ふ
さ
さ
ら
」
草
加
駅
前
よ
さ
こ
い

サ
ン
バ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
８

腹
７
月
２１
日
㈯　
午
後
４
時
～
９
時
、
２２

日
㈰　
午
後
１
時
～
９
時

複
草
加
駅
西
口
周
辺

物
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
☎
９２２
・
０
７

９
６

物特定健診について=国保年金課☎焚８２５
　健康マイレージについて=保健センター☎９９5－３３８１

①
児
童
扶
養
手
当

　
１８
歳
ま
で
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
場

合
は
２０
歳
未
満
）
の
子
ど
も
を
育
て
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
対
し
、
手
当
を

支
給
し
ま
す
。

　
た
だ
し
申
請
者
や
同
居
者
の
所
得
に
よ

り
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

※
公
的
年
金
を
受
給
す
る
方
は
、
年
金
額

が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い
場
合
、
そ

の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

ま
す
。

【
手
当
額
の
変
更
】

　
４
月
分
か
ら
手
当
額
が
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
交
付
中
の
証
書
に
は
、
改
定
前

の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

全
部
支
給
額　
４
万
２
２
９
０
円⇒

４
万

２
５
０
０
円

一
部
支
給
額　
４
万
２
２
８
０
円
～
９
９

年
以
上
修
業
す
る
場
合
に
月
額
７
万
５００
円

（
非
課
税
者
は
月
額
１０
万
円
）
を
助
成
し

ま
す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
事
前
に
相
談

が
必
要
で
す
。

※
支
給
期
間
、
月
額
は
申
請
し
た
年
度
に

よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

④
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
一
定
の
障
が
い
の

あ
る
２０
歳
未
満
の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る

方
の
う
ち
、
主
と
し
て
生
計
を
維
持
す
る

方
に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

【
手
当
額
（
月
額
一
人
あ
た
り
）】

１
級
（
重
度
）
…
５
万
１
７
０
０
円

２
級
（
中
度
）
…
３
万
４
４
３
０
円

※
物
価
の
変
動
に
応
じ
て
手
当
額
が
決
め

ら
れ
て
お
り
、
平
成
３０
年
４
月
分
か
ら

変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
、
手
当
が
受
け
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
者
や

同
居
者
の
所
得
に
よ
っ
て
は
、
手
当
の
支

給
が
停
止
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

物
①
～
③
子
育
て
支
援
課
☎
焚
２
０
９
、

④
障
が
い
福
祉
課
☎
焚
４
５
３

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
支
援
事
業

保証人の責任について

　専用の歩数計やスマートフォンアプリを使い、ポイントを貯め
る「埼玉県コバトン健康マイレージ」が始まっています。八潮市
国民健康保険の方は、特定健診の受診でボーナスポイントが獲得
できます。

生活習慣病は、初期に自覚症状が現れな
い場合が多いため、毎年特定健診を受診
して、健康状態をチェックしましょう！

埼玉県コバトン健康マイレージでポイントが貯まります ！

７月は固定資産税・国民健
康保険税・介護保険料の
各第２期、後期高齢者医
療保険第１期の納期です。
安全・確実・便利な口座振
替で納付をお願いします。

やしお840
メール配信中

物秘書広報課☎焚４２３

QRコード
空メール画面に
なるので何か
一文字入れて
送信してください。
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